
ちょっとまった！ その「おみやげ」 ホントに大丈夫？

★ 海外で購入されるおみやげに御注意下さい ★

「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」（ワシントン条約）では、
多くの動植物やその部分並びに製品等の国際間の移動（輸出入）を制限又は禁止してい
ます。（２００８年２月現在、世界１７２ヵ国・地域が加盟しています。）

日本の税関において輸入が認められなかった事例が
数多く発生しています ！

ワシントン条約で必要とされる「ＣＩＴＥＳ輸出許可書」を所持せずにワシントン条約の対象と
なっている生きた動植物や製品（おみやげ品）等を日本に持ち帰り、日本の税関で輸入を
差し止められてしまうケースが多く発生しています。

これらの動植物や製品（おみやげ品）等を衣類等に隠匿し、故意に税関申告せずに日本に
持ち込もうとする場合などの悪質な事例については、関係法令に基づき密輸事案として厳
格な処罰が科せられています。

その他の製品

象牙製の印材・彫刻品・アク
セサリー、べっこう製品、クジャク
の羽、サンゴ、ダチョウの卵など

漢方薬・塗り薬・酒類

クマの胆嚢、トラ、ジャコウシカ、
コブラなどの成分を含んだもの

など

革製品

ワニ、ヘビ、トカゲなどの革を
使用したバッグ、財布、時計
バンド、ベルト、楽器類 など

はく製・標本

カメ、ワニ、タカ、ワシ、トラ
などのはく製、チョウの標本

など

生きている動物

カメ、サル、ヘビ、カワウソ
カメレオン、オウム、インコ

アロワナ など

生きている植物

ラン、サボテン、ヘゴ、
ソテツ、アロエ など

＜持ち込もうとして差し止められる製品（おみやげ品）の例＞

旅行者の皆様へ旅行者の皆様へ

最近､サル類（スローロリスやマーモセットなど）､爬虫類（カメやトカゲなど）､
植物類（ランやサボテンなど）を持ち込もうとして、

税関で摘発される事例が非常に多く見受けられています！

経済産業省



旅行先の国で、これらの製品（おみやげ品）などを購入することが可能であっても、
購入した製品（おみやげ品）などを海外に持ち出す場合や海外から持ち込む
場合には、ワシントン条約で定められた手続きが必要となりますので、次の点に
注意してください。
○ 購入しようとする製品（おみやげ品）等が、ワシントン条約対象の動植物から

作られたものかどうか？
○購入しようとする製品（おみやげ品）等には、ワシントン条約の「ＣＩＴＥＳ輸出

許可書」が必要かどうか？
○購入した国を出国する前に製品（おみやげ品）等を購入した国の政府機関

から、「ＣＩＴＥＳ輸出許可書」を取得することが可能かどうか？ （申請書類、
申請先、許可所要日数等）

ワシントン条約の制度について、販売店や従業員がよく理解している
信頼のある店で購入することをお勧めします。

ワシントン条約の対象範囲及び移動（輸出入）に必要な書類

★ この条約で国際間の移動が規制される動植物等は、ワシントン条約の
附属書（リスト）によって指定されており、生きた動植物をはじめ、これらの
動植物の皮や毛等を用いた製品、成分を含む漢方薬などについても
規制の対象となっています。

★ この条約では、商業目的の輸出入のみならず、個人用として海外で
購入した製品（おみやげ品）などを日本に持ち込む場合や日本から
海外に持ち出す場合であっても、指定されている政府機関に申請し、
条約で定められている「ＣＩＴＥＳ輸出許可書」（ＣＩＴＥＳ標準書式を参照）
などを出国前に取得したうえで、出入国の際に各国の税関に提示し
確認を受けることが基本となっています。

※附属書Ⅱに該当するキャビアを１人１回当たり１２５グラム以下の範囲で
個人用として日本に持ち込む場合、ＣＩＴＥＳ輸出許可証などの税関で
の確認は免除されることになりました（平成２０年４月１日より）。

★ また、動植物や製品（おみやげ品）などの形状や種類によっては、日本に
到着の際に、輸入通関申告の前に経済産業省による輸入承認などが
必要となるものがあります。

これらの輸出入手続きは、条約加盟国によって取り扱いが異なる場合
がありますので、十分に御注意ください。

海外で動植物の製品（おみやげ品）などを購入する際の主な注意点



ＣＩＴＥＳ輸出許可書（サンプル）
（書式は発行する国によって異なります。）



ワシントン条約に関するお問合わせ先

＜製品などの場合＞

●経済産業省貿易経済協力局貿易審査課野生動植物貿易審査班

電話：（０３）３５０１－１６５９ ＦＡＸ：（０３）３５０１－０９９７

＜生きている動植物の場合＞

●経済産業省貿易経済協力局農水産室野生動植物貿易班

電話：（０３）３５０１－０５３２ ＦＡＸ：（０３）３５０１－６００６

＜ワシントン条約の諸手続に関する経済産業省ホームページ＞

http://www.meti.go.jp/policy/boekikanri/pages/cites/cites_top_page.htm

CITES (the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and 
Flora) is an international agreement between Governments.
Its aim is to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does 
not threaten their survival. 

What is CITES ?What is CITES ?

• CITES works by subjecting international trade in specimens of selected species to certain  
controls. These require that all import, export, re-export and introduction from the sea of 
species covered by the Convention has to be authorized through a licensing system. ('Re-
export' means export of a specimen that was imported.)
• The species covered by CITES are listed in three Appendices, according to the degree of 
protection they need.
• A specimen of a CITES-listed species may be imported into or exported (or re-exported) 
from a State party to the Convention only if the appropriate document has been obtained 
and presented for clearance at the port of entry or exit. There is some variation of the 
requirements from one country to another and it is always necessary to check on the 
national laws.

〈CITES Management Authority of Japan〉
Products of CITES species；
Trade Licensing Division, Trade Control Department
Ministry of Economy, Trade and Industry（METI）
Tel : +81 (3) 3501 - 1659 Fax : +81 (3) 3501 – 0997

Live Animals and Plants of CITES species；
Agricultural and Marine Products office
Ministry of Economy, Trade and Industry（METI）
Tel : +81 (3) 3501 - 0532 Fax : +81 (3) 3501 – 6006

How CITES works?How CITES works?

CITES CITES 
InformationInformation

CITES website :
http://www.cites.org


